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す る 要 介 護 状 態 区 分 を い う 。 ） 、 特 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 （ 当 該 特 定 介

護 老 人 福 祉 施 設 に 係 る 同 法 第 九 十 二 条 第 一 項 又 は 第 百 十 五 条 の 三 十 五

第 六 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 当

該 特 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 に 継 続 し て 一 以 上 の 他 の 指 定 介 護 老 人 福 祉 施

設 （ 同 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 を

い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に 入 所 し た 要 介 護 旧 措 置 入 所 者 に

あ っ て は 、 当 該 一 以 上 の 他 の 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 を 含 む 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） の 所 在 す る 地 域 等 を 勘 案 し て 算 定 さ れ る 指 定 介 護

福 祉 施 設 サ ー ビ ス （ 同 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 定 介 護

福 祉 施 設 サ ー ビ ス を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に 要 す る 平 均

的 な 費 用 （ 同 条 第 二 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 費 用 を 除 く 。 ） の 額 を

勘 案 し て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 （ そ の 額

が 現 に 当 該 指 定 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 （ 同 条 第 一 項 の 厚

生 労 働 省 令 で 定 め る 費 用 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 額 を

超 え る と き は 、 当 該 現 に 指 定 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額

と す る 。 ） に 、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 要 介 護 旧 措 置 入 所 者 の 所 得 の 区

分 ご と に 百 分 の 九 十 以 上 百 分 の 百 以 下 の 範 囲 内 に お い て 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

４ ～ ８ （ 略 ） 
 

す る 要 介 護 状 態 区 分 を い う 。 ） 、 特 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 （ 当 該 特 定 介

護 老 人 福 祉 施 設 に 係 る 同 法 第 九 十 二 条 第 一 項 又 は 第 百 十 五 条 の 二 十 九

第 六 項 の 規 定 に よ る 指 定 の 取 消 し そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 当

該 特 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 に 継 続 し て 一 以 上 の 他 の 指 定 介 護 老 人 福 祉 施

設 （ 同 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 を

い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に 入 所 し た 要 介 護 旧 措 置 入 所 者 に

あ っ て は 、 当 該 一 以 上 の 他 の 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 を 含 む 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） の 所 在 す る 地 域 等 を 勘 案 し て 算 定 さ れ る 指 定 介 護

福 祉 施 設 サ ー ビ ス （ 同 法 第 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 定 介 護

福 祉 施 設 サ ー ビ ス を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に 要 す る 平 均

的 な 費 用 （ 同 条 第 二 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 費 用 を 除 く 。 ） の 額 を

勘 案 し て 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 （ そ の 額

が 現 に 当 該 指 定 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 （ 同 条 第 一 項 の 厚

生 労 働 省 令 で 定 め る 費 用 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 額 を

超 え る と き は 、 当 該 現 に 指 定 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額

と す る 。 ） に 、 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 要 介 護 旧 措 置 入 所 者 の 所 得 の 区

分 ご と に 百 分 の 九 十 以 上 百 分 の 百 以 下 の 範 囲 内 に お い て 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

４ ～ ８ （ 略 ） 
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○ 高 齢 者 虐 待 の 防 止 、 高 齢 者 の 養 護 者 に 対 す る 支 援 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 百 二 十 四 号 ） 

（ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   案 現     行 

（ 定 義 ）  

第 二 条 （ 略 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） 

５ こ の 法 律 に お い て 「 養 介 護 施 設 従 事 者 等 に よ る 高 齢 者 虐 待 」 と は 、

次 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を い う 。  

一 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定

す る 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 同 法 第 二 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 老

人 ホ ー ム 又 は 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 二

十 項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 、 同 条 第 二 十 四 項 に 規

定 す る 介 護 老 人 福 祉 施 設 、 同 条 第 二 十 五 項 に 規 定 す る 介 護 老 人 保 健

施 設 若 し く は 同 法 第 百 十 五 条 の 四 十 五 第 一 項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支

援 セ ン タ ー （ 以 下 「 養 介 護 施 設 」 と い う 。 ） の 業 務 に 従 事 す る 者

が 、 当 該 養 介 護 施 設 に 入 所 し 、 そ の 他 当 該 養 介 護 施 設 を 利 用 す る 高

齢 者 に つ い て 行 う 次 に 掲 げ る 行 為 

イ ～ ホ （ 略 ） 

二 （ 略 ） 
 

（ 立 入 調 査 ）  

第 十 一 条 市 町 村 長 は 、 養 護 者 に よ る 高 齢 者 虐 待 に よ り 高 齢 者 の 生 命 又

は 身 体 に 重 大 な 危 険 が 生 じ て い る お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 介 護

保 険 法 第 百 十 五 条 の 四 十 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 設 置 す る 地 域 包 括 支 援

セ ン タ ー の 職 員 そ の 他 の 高 齢 者 の 福 祉 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 職 員 を

（ 定 義 ）  

第 二 条 （ 略 ） 

２ ～ ４ （ 略 ） 

５ こ の 法 律 に お い て 「 養 介 護 施 設 従 事 者 等 に よ る 高 齢 者 虐 待 」 と は 、

次 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を い う 。  

一 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定

す る 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 同 法 第 二 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 老

人 ホ ー ム 又 は 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 二

十 項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 、 同 条 第 二 十 四 項 に 規

定 す る 介 護 老 人 福 祉 施 設 、 同 条 第 二 十 五 項 に 規 定 す る 介 護 老 人 保 健

施 設 若 し く は 同 法 第 百 十 五 条 の 三 十 九 第 一 項 に 規 定 す る 地 域 包 括 支

援 セ ン タ ー （ 以 下 「 養 介 護 施 設 」 と い う 。 ） の 業 務 に 従 事 す る 者

が 、 当 該 養 介 護 施 設 に 入 所 し 、 そ の 他 当 該 養 介 護 施 設 を 利 用 す る 高

齢 者 に つ い て 行 う 次 に 掲 げ る 行 為 

イ ～ ホ （ 略 ） 

二 （ 略 ） 
 

（ 立 入 調 査 ）  

第 十 一 条 市 町 村 長 は 、 養 護 者 に よ る 高 齢 者 虐 待 に よ り 高 齢 者 の 生 命 又

は 身 体 に 重 大 な 危 険 が 生 じ て い る お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 介 護

保 険 法 第 百 十 五 条 の 三 十 九 第 二 項 の 規 定 に よ り 設 置 す る 地 域 包 括 支 援

セ ン タ ー の 職 員 そ の 他 の 高 齢 者 の 福 祉 に 関 す る 事 務 に 従 事 す る 職 員 を
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し て 、 当 該 高 齢 者 の 住 所 又 は 居 所 に 立 ち 入 り 、 必 要 な 調 査 又 は 質 問 を

さ せ る こ と が で き る 。 
２ ・ ３ （ 略 ） 

 

（ 連 携 協 力 体 制 ）  

第 十 六 条 市 町 村 は 、 養 護 者 に よ る 高 齢 者 虐 待 の 防 止 、 養 護 者 に よ る 高

齢 者 虐 待 を 受 け た 高 齢 者 の 保 護 及 び 養 護 者 に 対 す る 支 援 を 適 切 に 実 施

す る た め 、 老 人 福 祉 法 第 二 十 条 の 七 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 老 人 介 護 支

援 セ ン タ ー 、 介 護 保 険 法 第 百 十 五 条 の 四 十 五 第 三 項 の 規 定 に よ り 設 置

さ れ た 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー そ の 他 関 係 機 関 、 民 間 団 体 等 と の 連 携 協

力 体 制 を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 養 護 者 に よ る

高 齢 者 虐 待 に い つ で も 迅 速 に 対 応 す る こ と が で き る よ う 、 特 に 配 慮 し

な け れ ば な ら な い 。 
 

し て 、 当 該 高 齢 者 の 住 所 又 は 居 所 に 立 ち 入 り 、 必 要 な 調 査 又 は 質 問 を

さ せ る こ と が で き る 。 

２ ・ ３ （ 略 ） 
 

（ 連 携 協 力 体 制 ）  

第 十 六 条 市 町 村 は 、 養 護 者 に よ る 高 齢 者 虐 待 の 防 止 、 養 護 者 に よ る 高

齢 者 虐 待 を 受 け た 高 齢 者 の 保 護 及 び 養 護 者 に 対 す る 支 援 を 適 切 に 実 施

す る た め 、 老 人 福 祉 法 第 二 十 条 の 七 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 老 人 介 護 支

援 セ ン タ ー 、 介 護 保 険 法 第 百 十 五 条 の 三 十 九 第 三 項 の 規 定 に よ り 設 置

さ れ た 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー そ の 他 関 係 機 関 、 民 間 団 体 等 と の 連 携 協

力 体 制 を 整 備 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 養 護 者 に よ る

高 齢 者 虐 待 に い つ で も 迅 速 に 対 応 す る こ と が で き る よ う 、 特 に 配 慮 し

な け れ ば な ら な い 。 
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○ 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 

（ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   案 現     行 

第 二 十 六 条 （ 略 ） 

第 七 十 二 条 第 一 項 中 「 又 は 介 護 療 養 型 医 療 施 設 」 、 「 又 は 第 四 十 八

条 第 一 項 第 三 号 の 指 定 」 及 び 「 又 は 指 定 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 又

は 介 護 療 養 型 医 療 施 設 」 を 削 り 、 「 若 し く は 第 百 四 条 第 一 項 若 し く は

第 百 十 五 条 の 二 十 九 第 六 項 」 を 「 又 は 第 百 四 条 第 一 項 若 し く は 第 百 十

五 条 の 三 十 五 第 六 項 」 に 改 め 、 「 、 又 は 第 百 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に

よ り 指 定 の 効 力 が 失 わ れ た と き 若 し く は 第 百 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第

百 十 五 条 の 三 十 五 第 六 項 の 規 定 に よ り 指 定 の 取 消 し が あ っ た と き 」 を

削 る 。 

第 七 十 八 条 の 十 第 七 号 中 「 、 第 百 四 条 及 び 第 百 十 四 条 」 を 「 及 び 第

百 四 条 」 に 改 め る 。 

第 百 五 条 中 「 医 療 法 」 の 下 に 「 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） 」

を 加 え る 。 

第 五 章 第 五 節 第 三 款 の 款 名 を 削 り 、 第 百 七 条 か ら 第 百 十 五 条 ま で を

次 の よ う に 改 め る 。 

第 百 七 条 か ら 第 百 十 五 条 ま で 削 除 

第 百 十 五 条 の 三 十 二 第 一 項 中 「 、 介 護 老 人 保 健 施 設 及 び 指 定 介 護 療

養 型 医 療 施 設 」 を 「 及 び 介 護 老 人 保 健 施 設 」 に 改 め 、 「 第 百 十 条 第 五

項 」 を 削 る 。 

第 百 十 五 条 の 三 十 五 第 一 項 中 「 、 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 」 を 削

り 、 同 条 第 六 項 中 「 、 介 護 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 指 定 介 護 療 養 型 医 療

施 設 」 を 「 若 し く は 介 護 老 人 保 健 施 設 」 に 、 「 、 指 定 介 護 老 人 福 祉 施

第 二 十 六 条 （ 略 ） 
  第 七 十 二 条 第 一 項 中 「 又 は 介 護 療 養 型 医 療 施 設 」 、 「 又 は 第 四 十 八

条 第 一 項 第 三 号 の 指 定 」 及 び 「 又 は 指 定 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 又

は 介 護 療 養 型 医 療 施 設 」 を 削 り 、 「 若 し く は 第 百 四 条 第 一 項 」 を 「 又

は 第 百 四 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 、 又 は 第 百 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ

り 指 定 の 効 力 が 失 わ れ た と き 若 し く は 第 百 十 四 条 第 一 項 若 し く は 第 百

十 五 条 の 二 十 九 第 六 項 の 規 定 に よ り 指 定 の 取 消 し が あ っ た と き 」 を 削

る 。 
 
  第 七 十 八 条 の 九 第 七 号 中 「 、 第 百 四 条 及 び 第 百 十 四 条 」 を 「 及 び 第

百 四 条 」 に 改 め る 。 

第 九 十 四 条 第 三 項 第 七 号 中 「 医 療 法 」 の 下 に 「 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律

第 二 百 五 号 ） 」 を 加 え る 。 
  第 五 章 第 五 節 第 三 款 の 款 名 を 削 り 、 第 百 七 条 か ら 第 百 十 五 条 ま で を

次 の よ う に 改 め る 。 
  第 百 七 条 か ら 第 百 十 五 条 ま で 削 除 
 
 

第 百 十 五 条 の 二 十 九 第 一 項 中 「 、 介 護 老 人 保 健 施 設 及 び 指 定 介 護 療

養 型 医 療 施 設 」 を 「 及 び 介 護 老 人 保 健 施 設 」 に 改 め 、 「 、 指 定 介 護 療

養 型 医 療 施 設 」 を 削 り 、 同 条 第 六 項 中 「 、 介 護 老 人 福 祉 施 設 若 し く は

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 」 を 「 若 し く は 介 護 老 人 保 健 施 設 」 に 、 「 、
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設 若 し く は 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 」 を 「 若 し く は 指 定 介 護 老 人 福 祉

施 設 」 に 改 め る 。 
 

（ 略 ） 
 

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 若 し く は 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 」 を 「 若 し く

は 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 」 に 改 め る 。 

（ 略 ） 

 


